
 

 

 

 

  

 相談内容事例  

・持続可能な商店街運営に関する相談 

 ・消費者懇談会の企画実施について（まずは世田谷区商業課担当者へご相談ください） 

・補助金や助成金等の活用にあたって必須となるコンプライアンス面での相談 

・商店街が担う公共的役割の考え方や推進方法についての相談 

・商店街の更なる活性化の一助とする観光事業、イベント等に関する相談 

・商店街エリアにある魅力発見、活用等による消費拡大に関する相談 

・まちバル、まちゼミなどの商店街イベントの企画・実施の支援 など… 

 顧問的診断士  

(一社)せたがや中小企業経営支援ｾﾝﾀｰ(以下「SKC」という。)所属の中小企業診断士 

※ご希望いただいた診断士の派遣調整がつかない場合がございます。あらかじめご留意ください。 

※詳細は、SKC のＨＰ(http://setagayakeieishien.org/)内の顧問的診断士一覧のアイコン、 

または右記の 2 次元コードよりご参照ください。 

 

 募集概要  

 

 申請から派遣までの流れ  

 

 

 

 

 

申し込み・問い合わせ  

  (公財)世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援・雇用係 顧問的診断士派遣担当 

〒154-0004 世田谷区太子堂 2-16-7 世田谷産業プラザ４階 

TEL：03-3411-6613（午前 9 時～午後 5 時 30 分）／ FAX：03-3411-6610 

メール：keiei-c@setagaya-icl.or.jp             申請書は裏面をご利用ください  

 

募集期間 令和８年２月２０日（金）から３月１３日（金）まで 

派遣期間 
令和８年４月１日（水）以降の派遣決定日から令和９年３月３１日（水）まで 

                     

派遣回数 
商店会：５回以内 
商店街振興組合の設立を検討する商店会：10 回以内（連続２か年を限度とする） 
商店街振興組合：12 回以内 

申込方法 裏面申請書を公社までＦＡＸ・メール・郵送・持参のいずれかでご提出ください。 

（公財）世田谷区産業振興公社

公社へ 

申請書提出 

(～3 月１３日) 

公社 

各商店街へ 

派遣決定を連絡 

各商店街 

と診断士が 

派遣日程を調整 

診断士が 

商店街を訪問 

 

トップページ（右下）のアイコンをクリック 

mailto:keiei-c@setagaya-icl.or.jp


 

 

 

令和  年  月  日 

顧問的診断士派遣申請書 

 

公益財団法人 世田谷区産業振興公社あて 

商店街名                         

代表者名               （押印不要） 

顧問的診断士の派遣を申請します。 

記 

１.派遣区分（該当する区分に〇をつけてください。） 

（１）商店会 

（２）商店街振興組合の設立を検討する商店会 

（３）商店街振興組合 

２.商店街の課題・問題点など、顧問的診断士に相談したい内容を可能な範囲で 

 

 

 

 

 

３.派遣を希望する顧問的診断士（ＳＫＣの会員である中小企業診断士に限ります） 

氏 名                   ※ご希望がなければ記入不要です。 

４.商店街の連絡ご担当者 様 ※申請内容に関する確認や派遣決定のご連絡を差し上げます。 

住 所 〒        世田谷区                      

担当者・役職                                  

電話番号              ＦＡＸ                

メールアドレス           ＠                    

※こちらの申請書はＳＫＣに情報提供いたします。それ以外の目的には使用いたしません。 

 

【提出期限】令和８月３月１３日（金） 

【FAX】０３-３４１１-６６１０ 【ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ】keiei-c@setagaya-icl.or.jp 

 

具体的にご記入ください。 

mailto:keiei-c@setagaya-icl.or.jp

